
サービス内容 弁護士向け労務管理アドバイザー 月額30、000円（基本額）
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電話・メール・チャット相談
相談

使用者側だけではなく、労働者側案件の相談も可能です。
産業医兼務弁護士による医学的知見を踏まえたアドバイスも可能です。
相談についてはツール問わず時間上限はありません。
推奨は、チャットワーク社の提供する「Chatwork」（LINEのビジネス専用サービス
のようなもの）の利用です。常時接続でのご相談が可能です。
先生の事務所とのグループも作成しますので、他のスタッフの方も入った大人数での
グループ会議も可能です。
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交渉書面・主張書面の作成フォロー
（★）

書面作成のアドバイスです。「勝てる」交渉書面の作成の仕方、「審判員の心証を引
き寄せて勝つ」労働審判申立書・労働審判答弁書の作成等についてもレクチャーしま
す。★分量によっては別料金が発生します。

労働事件の勉強会・個別指導の実施 ご要望に合わせて弁護士向け勉強会を企画します。特に実務スキルを高めるための相
談会・「勝ち」に導くための労働問題の個別指導などを実施します。
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法律事務所用・労務応援コンサルティン
グ（★）

事務所内の労務対応のアドバイスや、書面作成のお手伝いを行います。
勤務弁護士との雇用契約書・業務委託契約書等の作成も含めた所内労務全般の対応も
可能です。
★アドバイス・簡易書面チェックは無料。書面作成や対応外注については労務応援コ
ンサルティングプラン表によって費用が発生します。
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顧問先企業様相談 事務所に来所いただければ顧問先企業様からの相談を初回無料で実施。

顧問先企業様への
アドバイザー参加（★）

弁護士と顧問先企業様が入ったチャットワークグループを作成し、労務・法務のワン
ストップ相談体制を作ります。★企業様１社につき、月額２万円～の追加料金

顧問弁護士表示 当事務所が労務専門顧問弁護士になっていることをパンフレット、名刺等に掲示し、
外部に表示して頂くことができます。

労務サービス策定アドバイス・コンサル
ティング（★）

先生方の事務所に合わせ労務顧問に関するコンサルティング内容の策定をお手伝いし
ます。★サービス策定全般＋運用のフォローについては別料金が発生します
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セミナー・勉強会参加

事務所主催のセミナー・勉強会に、無料にてご参加いただけます。
勉強会では参加いただく他士業の先生方との情報交換会を実施しており、日々の事業
活動の参考にしていただくことができます。
また、過去に開催した勉強会・研修の講演動画・テキストは顧問先様限定で提供いた
します。

ニュースレター 発行している当事務所のニュースレターを配布します。（不定期）

弁護士法人戸田労務経営の弁護士向け顧問（労務管理アドバイザー）のご案内




